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１．令和５年３月期決算の概要 

（１）経営環境 

当組合の主たる営業地域である山梨県内の経済状況は、一部に弱さがみられるものの、

持ち直していると判断されております。新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが

５類に引き下げられたことで、３年以上にも及んだコロナ禍も収束に向けた動きがでてお

り、コロナ禍から抜け出した事業者が増え、景気が持ち直していくことが期待されており

ます。 

しかしながら、業種を問わず一部の事業者におかれましては回復が遅れており、このコ

ロナ禍の影響や損失は甚大で、元の状態に戻るには相当の時間を要すると思われます。加

えて、ロシアのウクライナ侵攻の長期化に伴うエネルギー価格の高騰や、物価の上昇、原

材料・素材不足、人手不足の問題が深刻さを増すなか、雇用調整助成金等の各種支援制度

が終了するほか、ゼロゼロ融資の本格的な返済が始まります。 

当組合といたしましては、相互扶助、共存共栄の精神に基づく協同組織型の金融機関と

しての使命を果たすため、お客様にしっかりと寄り添ったきめ細かな対応に基づく、オー

ダーメイド型の金融サービスを提供し、懸命に努力されているお客様への資金繰り支援は

もとより、私どもの持つ経営資源と様々なネットワークを駆使して、売上の増加や事業収

支の改善、事業再生や経営改善に向け、必要かつ具体的な対策支援策を提案するなど、多

角的な支援を行ってまいります。また、新規事業への支援や、新規創業にチャレンジしよ

うとしているお客様へのサポート体制を充実させるため外部機関と連携を図るとともに、

資金需要にも積極的に応需してまいります。 

  地域に根差した金融機関として、お客様が求める金融サービスを提供することにより、

お客様を支援し、地域社会の活性化のお手伝いをすることが、私どもが目指すべきビジネ

スです。 

こうした方針を実現すべく、役職員全員が同じ目線で同じ目標に向かい、個性と能力を

最大限に発揮できる環境を構築することで、生き生きと活気に満ちた営業活動を展開する

とともに、地域の皆様の「ベストパートナー」として、地域を支え、共に成長する信用組

合を目指してまいります。 
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（２）決算の概要 

① 主要勘定（末残） 

（単位：百万円） 

 R3/3 月末 

実績 

R4/3 月末 

実績 

R5/3 月末 

実績 R3/3月末比 R4/3月末比 

預 金 ・ 積 金 395,678 399,994 400,328 4,650 334 

貸   出   金 199,962 201,826 205,308 5,346 3,482 

有 価 証 券 55,215 52,038 46,361 △8,854 △5,677 

 

ア．預金・積金 

預金・積金残高につきましては、定期性預金は減少（前期末比△6,299 百万円）し

たものの、流動性預金が増加（同比＋6,633 百万円）したことなどから、預金・積金全

体では同比 334 百万円増加の 400,328 百万円となりました。 

 

イ．貸出金 

貸出金残高につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が少ない業種への融

資推進や収益物件向けの新規案件開拓を実践したほか、中小規模事業者向けの貸出増

強を図ったことなどから、前期末比3,482百万円増加の205,308百万円となりました。 

 

   ウ．有価証券 

有価証券残高につきましては、米国をはじめとする金融環境の厳しさが増している

状況に加え、日本の金利環境においても不安定が払拭しないため、有価証券での新た

な運用を控えることとし、主に全信組連預け金定期にて償還対応を行ったことなどか

ら、前期末比 5,677 百万円減少の 46,361 百万円となりました。 

 

 

② 収益状況（計数は別表 1 に記載） 

ア．資金利益 

貸出金利息につきましては、貸出金平均残高が前期末比 2,232 百万円増加し、計画

を 9,943 百万円上回ったほか、貸出金利回りが計画を上回ったことから、計画を 251

百万円上回る 3,455 百万円を計上いたしました。 

預金利息は、預金平均残高は大きく増加したものの、預金利回りが計画を下回った

ことから、計画を 16 百万円下回る 106 百万円を計上いたしました。 

 

イ．コア業務純益・業務純益 

コア業務純益は、貸出金利息などの資金運用収益が前期比でわずかに減少したもの

の、計画比では 307 百万円上回ったことなどから、計画を 365 百万円上回る 972 百万

円を計上いたしました。 
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また、業務純益は、上記に加え、一般貸倒引当金の戻入益を計上したことなどから、

1,016 百万円を計上いたしました。 

 

ウ．当期純利益 

コア業務純益は増加したものの、一部大口与信先への予防的措置として、貸倒引当

金を積み増ししたこと、および建物の建て替えや売却決定済資産の減損を決算に反映

したことなどから、当期純利益は前期比 770 百万円減少の 248 百万円を計上いたしま

した。 

 
 

③ 自己資本比率の状況 

自己資本比率は、不良債権処理に伴う出資脱退等により普通出資金が減少したものの、

利益確保により未処理損失金が減少したこと、分母のリスクアセットが減少したことな

どから、前期比 0.12 ポイント増加の 7.95％となり、計画を 0.21 ポイント上回りまし

た。 

 

 

 

 

２．経営改善に係る数値目標の実績 

（１）収益性を示す指標 

【 コア業務純益の改善額 】 

                                    （単位：百万円） 

 
R3/3 月期 

実績 

（計画始期） 

R4/3 月期 
R5/3 月期 

計画 実績 計画比 R3/3 月期比 

コア業務純益 759 887 607 972 365 213 

※ コア業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益 

 

令和 5 年 3 月期のコア業務純益は、貸出金利息など資金運用収益が減少したものの、それ

以上に損失勘定の経費が削減されたことなどから 972 百万円となり、計画に対しては 365 百

万円上回り、始期比では 213 百万円増加いたしました。 

引き続き、取引先の本業支援を中心とする貸出金の増強、経費削減を継続し、コア業務純

益の計画達成に取組んでまいります。 
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（２）業務の効率性を示す指標 

【 業務粗利益経費率の改善幅 】 

                                   （単位：百万円、％） 

 
 R3/3 月期 

実績 

（計画始期） 

R4/3 月期 
 R5/3 月期 

計画 実績 計画比 R3/3 月期比 

経費（機械化関連
費用を除く） 

2,656 2,378 2,388 2,418 30 △238 

業 務 粗 利 益 3,790 3,950 3,526 3,904 378 114 

業務粗利益経費率 70.07 60.20 67.70 61.95 △5.75 △8.12 

※ 業務粗利益経費率 ＝ （経費 － 機械化関連費用） ÷ 業務粗利益 

※ 機械化関連費用には、アウトソーシング化、事務機器等の減価償却費、保守関連費用等を計上しております。 

 
業務粗利益経費率につきましては、貸出金利息が計画を大きく上回ったこと、また、役務

取引等費用も計画を下回り、分母の業務粗利益が計画を 378 百万円上回ったことなどから、

61.95％と計画比では 5.75 ポイント下回り計画を達成し、始期比では 8.12 ポイント改善い

たしました。 

引き続き、収益力の強化策のほか、組織態勢や営業体制の更なる見直しなど、生産性の向

上に努めることで経営の効率化を図ってまいります。 
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【別表１】 

 
 

 

 

 

 

 
R3/3月期 R4/3月期 

実 績 

R5/3月期 

実 績 

 

実 績 計 画 計 画  比 前 期 比 

業務純益 2,062 1,076 1,016 557 459 △59 

 業務収益 4,541 4,443 4,355 4,093 262 △87 

 資金運用収益 4,195 4,084 4,055 3,748 307 △28 

 うち貸出金利息 3,650 3,469 3,455 3,204 251 △14 

役務取引等収益 335 303 284 335 △51 △18 

その他業務収益 10 55 15 10 5 △40 

 うち国債等債券関係 - 38 - - - △38 

業務費用 2,479 3,366 3,338 3,537 △199 △28 

 資金調達費用 126 86 87 110 △23 1 

 うち預金・譲渡性預金利息 133 111 106 122 △16 △4 

役務取引等費用 456 403 362 456 △94 △41 

その他業務費用 168 1 1 1 0 0 

 うち国債等債券関係 166 - - - - - 

一般貸倒引当金繰入額 △1,469 △150 △44 50 △94 106 

経費 3,196 3,025 2,931 2,920 11 △93 

 うち人件費 1,812 1,646 1,644 1,642 2 △2 

うち物件費 1,290 1,227 1,142 1,185 △43 △84 

経費（機械化関連費用除く） 2,656 2,378 2,418 2,388 30 40 

業務粗利益 3,790 3,950 3,904 3,527 377 △46 

国債等債券関係損益 △166 38 - - - △38 

コア業務純益 759 887 972 607 365 85 

臨時損益 △8,991 △61 △573 △96 △477 △512 

 うち不良債権処理損失額 10,293 785 1,470 300 1,170 685 

うち株式等関係損益 - - - - - - 

経常利益 △6,928 1,014 443 461 △18 △571 

税引前当期純利益 △2,902 1,029 260 453 △193 △769 

法人税、住民税及び事業税 △39 11 11 17 △6 0 

法人税等調整額 △1 △0 △0 - △0 0 

税引後当期純利益 △2,862 1,018 248 436 △188 △770 

（単位：百万円） 
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３．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

当組合では基本方針として、相互扶助の精神に基づく“信用組合”としての「原点回帰」

を掲げており、お客様にとって一番身近で、地域に密着した信用組合ならではの「足で稼ぐ」

営業活動を更に推し進め、地域のお客様に対するきめ細かなサービスの提供、コンサルティ

ング機能の発揮、地場産業の振興や発展へのサポートなど積極的な金融仲介機能の発揮に努

めるとともに、収益力の強化の実現を目指しております。 

この基本方針の実現に向け、令和 3 年 4 月～令和 6 年 3 月に亘る 3 か年計画である「第 5

次経営強化計画」を策定し、最大のテーマを「収益力の強化と経営基盤の確立」として掲げ、

計画に掲げた計画目標の達成と地域の中小規模事業者の皆様方に対する適切かつ積極的な金

融仲介機能を発揮するための施策として、以下の具体的な戦略（基本戦略）を定め、役職員

一丸となって取組んでおります。 

 
    基本戦略 

● 収益力の強化 

    ● 将来を見据えた態勢整備 

    ● 信用リスク管理の強化 

    ● ネットワークの活用強化 

● 自己資本の充実 

 
 

 
 
（１）貸出増強による貸出金利息の確保 

① 常勤役員・法人融資課による営業店サポートの強化、目標管理 

経営方針や営業戦略を営業店職員に適切かつ迅速に浸透させ、収益力の強化を図るた

めの取組みの一環として、理事長と営業店長による 1 オン 1 ミーティングや、理事長に

よるトップセールスの実施等を含め、役員が営業店の活動に対して積極的に関与・サポ

ートしており、職員のモチベーションアップを図ることで、営業力の強化や営業活動の

活性化に取組んでまいりました。 

令和 4 年度も引き続き、理事長と営業店長による 1 オン 1 ミーティングを実施したほ

か、令和 4 年 11 月からは役員と営業店長との１オン５ミーティングを実施し、経営か

らの意思伝達のスピードアップと営業現場の現状把握の強化を図っております。理事長

によるトップセールスについては、取引先との更なる関係強化に取組み、3 月末までに

133 先のトップセールスを実施いたしました。 

更に、理事長は率先して、総代及び主要取引先のほか、地域や業界の有力者、新たな

お取引先等への訪問活動を継続するとともに、こうした活動を通じて、新型コロナウイ

ルス感染症の影響、地域や取引先の現状把握に努めており、毎営業日開催している役員

会でその情報を共有したうえで、融資推進策や改善策などを検討し、実践しております。 

このほか、営業統括部法人融資課では、日々の活動内容を業務日誌にて役員と共有す

るとともに、営業店が抱える課題等についても毎月開催する法人融資課の定例会議で共

『収益力の強化』 



 

- 7 - 
 
 

有のうえ、担当役員及び所管部へ迅速に報告し、課題解決に取組んでおります。その結

果、令和 4 年 4 月には、低下傾向にある貸出金利回りの向上策として、プロパー対応の

個人ローンの取扱いを始めるにあたり、新たに融資審査基準を設けたほか、保証付個人

ローンの一部について、各営業店にて弾力的な金利設定ができるよう取扱方法の見直し

を行いました。 

 引き続き、役員・法人融資課が営業店の活動に対して積極的に関与・サポートし、取

引先との関係をより強固にするとともに、営業力の強化や営業活動の活性化に向けた課

題等を共有し、改善を図っていくことで一層の収益力の強化に取組んでまいります。 

 

② 営業店及び法人融資課による事業性融資推進の徹底 

当組合では、令和 2 年度からの新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、地域

の中小規模事業者からの資金繰り相談や既存融資の貸付条件変更等に、スピード感を持

って対応してまいりました。また、同感染症にかかる資金繰り支援を実施した先に対し

ては、定期的なモニタリングを開始し、その情報をデータベース化したうえで、迅速な

顧客対応に注力してまいりました。 

令和 4 年度の営業活動方針では、こうしたモニタリングと並行して資金需要の発掘、

既存取引先の決算書分析を基に財務改善・資金繰り改善に向けた融資提案、本業支援に

役立つ情報に主軸を置いた提案営業による融資推進等に注力することとし、本年度重点

的に取組む事項を役職員に周知したうえで、事業性融資推進の徹底を図ってまいりまし

た。 

また、営業統括部では、各営業エリアの基幹店長と、年間目標と活動方針について意

見交換するため、基幹店長会議を開催（令和 4 年度は 3 月末までに 7 回開催）するとと

もに、基幹店による主体的な目標管理を促すため、四半期毎の目標管理体制を構築して

積極的な推進活動を実践してまいりました。 

地域の中小規模事業者に対する金融支援は、当組合の最大の使命と認識しており、今

後もモニタリング情報をデータベース化した情報管理ツールによる事業者支援に、より

一層注力するとともに、事業者支援を目的とした外部支援制度等の利用も視野に入れな

がら、積極的な金融支援を実践し、地域経済の発展に役職員一丸となって注力してまい

ります。 

  
③ 特定業種への推進 

地域に密着した金融機関として、中小規模事業者及び個人のお客様に対する金融支援

に全力を尽くすことが最大の使命と考えており、経営資源を融資推進に集中させたうえ

で、既往のお客様はもとより、お客様からご紹介いただいた県内の中小規模事業者に対

して、積極的な訪問活動を実施しております。 
前年度に引き続き、令和 4 年度も、コロナ感染症の影響の少ない不動産業及び建設業、

アパート・太陽光発電設備などの収益物件等を融資増強に向けた対象先と捉え、推進活

動を継続し、推進対象先を選定の上、資金需要を見据えた集中的なアプローチを行うな

ど、積極的な推進活動を行いました。また、コロナ禍の影響による資金繰り支援はもと
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より、アフターコロナを見据えた、前向きな設備投資や増加運転資金などの融資案件の

発掘に注力してまいりました。 

引き続き、地域の中小規模事業者に対する積極的な訪問活動を展開し、お客様のニー

ズにあった支援、最適なソリューションの提供に努めてまいります。 
 

④ 融資営業係のレベルアップのための人材育成の強化 

融資営業係のスキルアップを目的に研修会に職員を積極的に派遣するとともに、営業

統括部法人融資課による若手・女性営業係に対する実務研修会や融資部によるスキルア

ップ研修の開催など、融資推進、審査・管理能力の向上に取組んでおります。 

年間研修実施計画に基づき、全国信用組合中央協会や山梨県信用組合協会が主催する

外部研修（「融資推進のための財務分析研修」、「渉外実践力育成研修」等）へ積極的に参

加するとともに、コロナ禍にあることや集合開催による時間等のロスを踏まえて、組合

内研修会や説明会等の開催にあっては、令和 3 年 4 月に導入したＴＶ会議システムを活

用して積極的に実施しております。令和 4 年 7 月からは、当該システムを活用して「け

んみん信組法務研修」を立ち上げ、本部各部持回りで職員による研修を月 2 回開催して

おります。 

また、外部機関を活用した研修等も積極化しており、山梨県信用保証協会と連携した

「女性営業職向け融資研修」、オリックス銀行㈱による「しんくみ相続信託活用研修（Ｗ

ＥＢ開催）」、よろず支援拠点や事業承継引継ぎ支援センターなどと連携した営業担当者

向けの研修会や、山梨県法人会連合会・甲府税務署による職員向けの「インボイス制度

研修会（ＷＥＢ開催）」を開催し、融資営業係のスキルアップ、レベルアップに取組んで

おります。 

更に、窓口セールスやＤＭ発送後のフォローコールに対する技術取得、多様化する業

務に対応する知識向上のための研修プログラムの充実を図るとともに、法人融資課専担

者が融資営業係や融資担当者等と融資推進先へ同行訪問を実施するなど、法人融資課に

よる営業店職員のＯＪＴを継続的に実施しており、案件獲得へのアプローチ能力や融資

関連業務のスキルアップが図られつつあると評価しております。 

お客様に対し、きめ細かな金融サービスを展開し、真に選ばれる金融機関になるため

には、お客様との面談を重ね、情報収集とニーズの掘り起こしにより、お客様に最適な

ソリューションを提示できるコンサルティング能力を備えた営業担当者の育成とレベル

アップを更に図っていく必要があると考えております。 

引き続き、職員の外部研修等への参加を積極化するとともに、法人融資課による実務

研修会や融資推進先への同行訪問等を通じて、融資営業係のスキルアップを図ってまい

ります。 

 

（２）本業支援の取組強化による資金ニーズの開拓 

① 本業支援の取組強化による資金ニーズの開拓 

当組合では、組合内ＬＡＮ上に情報マッチングコーナーを設け、不動産情報等の情報

マッチングや組合内のお取引先間におけるビジネスマッチング、人材マッチング等に取
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組んでおります。新型コロナウイルス感染症の拡大が事業者へ甚大な影響を及ぼしてい

ることに鑑み、令和 2 年度より、新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を実施した

先に対する定期的なモニタリングを行っております。また、それに併せて、情報マッチ

ングデータの管理システムをリニューアルし、新型コロナウイルス感染症の資金繰り支

援を実施した先のモニタリング情報も同システムに取り込み、本業支援に活用できる環

境を構築しました。 

これまでに、コロナ関連融資対応先とその貸出条件変更先を中心に、2,000 先を超え

るモニタリングシートを作成しており、情報をデータベース化したうえで、積極的な本

業支援及び情報マッチングシステムを活用した事業者支援に取組んでおります。 

今般のモニタリングは、お取引先にとって相談しやすい金融機関としての存在感を発

揮するとともに、お取引先に寄り添った対応を目指すものであり、お取引先とコロナ禍

収束後の対応を共有したうえで、営業計画や経営改善計画の再策定、または見直し、も

しくはそれらの準備等、お取引先に対する経営支援として取組んでおります。 

引き続き、コロナ禍による売上構成比や収益構造の変化、収支状況と業況の変化など

に着目し、お取引先の抱える課題や問題点等、アフターコロナの対応を共有したうえで、

新たな需要や市場に対応するための積極的な本業支援及び事業者支援を展開し、地域社

会の発展と地域経済の活性化に貢献すべく、役職員一丸となって取組んでまいります。 

 

② コロナ禍の事業再構築支援 

当組合では、令和 2 年度より、新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を実施した

先に対する定期的なモニタリングを開始し、同年 12 月にはコロナ禍やアフターコロナ

を見据えた計画的かつ実効性を踏まえた取引先の継続的な支援に向けて、融資部と営業

統括部の連絡調整機関として、「経営改善サポート委員会」を設置し、取引先の本業支援

等に取組んでまいりました。 

令和 4 年度は同委員会を計 3 回開催し、同委員会が選定した事業者 7 先の本業支援策

を協議するとともに、法人融資課担当者が営業店担当者と訪問し、ビジネスマッチング

を通じた販路拡大、設備導入時のものづくり補助金等申請支援、産業雇用安定センター

等を活用した人材雇用支援等を実施しております。 

また、コロナ関連融資対応先の内、卸小売・飲食・宿泊・観光関連の業種に対する影

響は甚大であると考えており、営業店及び法人融資課担当者のモニタリングにより、そ

の影響の大きい事業者については、事業の再構築も視野に、経産省「中小企業等事業再

構築促進事業（事業再構築補助金）」を活用した事業者支援を展開しております。 

 

③ 顧客情報マッチングデータを活用したビジネスマッチングの促進 
前述しましたとおり、当組合では新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を実施し

た先のモニタリング情報等を情報マッチングデータの管理システムに集約し、本業支援

に活用できる環境を構築しております。 
不動産情報等の情報マッチングや組合内のお取引先間におけるビジネスマッチング、

人材マッチング等に取組んでおり、令和 3 年度は 26 件、令和 4 年度は 3 月末までに 17
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件のマッチングが成立しており、事業者のニーズやシーズを集積したデータを活用し、

事業者支援に取組む営業活動が組合内で浸透しつつあると考えております。 

このほか、当組合では定期的に組合情報誌「ぱーとなーず」を発行しておりますが、

同誌に掲載したお取引先の受注・発注の情報マッチング記事をきっかけに商談が発生し、

令和 4 年度は 2 件のマッチングが成立しております。 

引き続き、営業店に対して、対象先へのモニタリングに併せ、マッチング情報の収集

及びデータ整理と効果的な情報活用による取引先の本業支援に向け取組んでまいります。 

 
（３）目標管理・採算管理体制の強化 

① 融資案件管理の徹底 

  当組合では、令和 3 年 4 月に、山梨県内 5 つの経済圏域を軸とした 7 つの営業エリア

を新たに設定し、各エリアの地域性等を加味した目標設定を行ったうえで、各営業店と

本部が連携し、エリア目標の達成を重点管理していく態勢といたしました。 

従来は営業店毎に貸出金の実行金額や貸出金残高等の目標を設定し、また、融資案件

の進捗管理は、営業店毎に本部が一括してその進捗管理を行ってまいりましたが、営業

推進態勢の変化を反映させ、エリア毎の案件進捗状況をより詳細に把握するとともに、

新たな融資推進戦略を検討するための、業種別や資金使途別の案件情報もデータベース

で管理する仕組みを構築いたしました。こうした仕組みにより、資金ニーズを分析し、

融資商品を開発するなど、融資増強に活用しております。 

 
② 営業店別採算管理の高度化による収益管理態勢の強化 

当組合では、毎期期初に事業計画を策定し、その収益目標を達成するための具体的な

取組方針等を標した業務計画を策定しております。令和 4 年度は、5 月に事業計画及び

業務計画を策定し、策定後直ちに役職員に通知するとともに、6 月に開催した部店長会

議にてその概要説明を実施いたしました。そのほか、一般職員向けには、ＴＶ会議シス

テムを活用して説明会を開催し、職員への早期浸透を図ってまいりました。 

また、同じく 6 月には、事業計画を基に算出した「営業店別収益目標額」を各営業店

に配賦し、営業店別収益管理を開始しており、営業店では年間収益目標の達成を目指し

て業務を遂行するとともに、本部では営業店別収益の状況把握、営業店への指導やサポ

ート等、営業店収益管理の実効性確保に取組んでおります。 

各営業店が予測する資金シナリオを基に店別の収益シミュレーションを実施し、この

結果について、個別店舗毎の乖離要因分析を行っており、こうした収益管理の状況につ

いては、ＡＬＭ委員会及びＡＬＭ部会に報告し、進捗状況を管理するとともに、各種会

議において収益目標の未達要因の分析や改善策等を協議しております。 

引き続き、店舗毎の乖離要因分析及び進捗状況を管理するとともに、収益管理態勢の

強化に向け課題や問題点を整理・検討し、収益力向上に取組んでまいります。 
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（１）業務の見直しと効率化の推進 

① ＩＴ化推進による事務の効率化 

ＷＥＢ等を活用した各種業務（相談業務含む）の受付、スマートデバイスの導入等、

ＩＴを活用したサービスの開発・提供など、費用対効果を踏まえたうえで、お客様の利

便性向上に継続して取組んでおります。 

令和 3 年度は、顧客とのコミュニケーション強化、及び新型コロナウイルス感染防止

対策の一環として、ＴＶ会議システムを全営業店の窓口に設置したほか、すべての渉外

担当者が使用する渉外支援システム（タブレット端末）にも、ＴＶ会議システムを搭載

し、年々多様化するお客様からのご相談について、スピード感ある対応が可能な体制を

構築いたしました。 

また、相続相談に関しては、「相続窓口受付システム」を導入し、これまで各営業店で

個別に対応していた相続業務をリモートによるセンター集中対応とし、取引の継承に繋

げるとともに、営業店事務の効率化を図っております。相続専担部署として設置した「相

続サポートセンター」では、10 万円超の相続案件を集中対応しており、営業店は原則 10

万円以下の僅少扱いの簡便な相続手続きの対応を行っております。令和 4 年度について

は、全相続案件 1,843 件のうち、968 件を「相続サポートセンター」にて対応しており、

営業店業務の大幅な省力化・効率化が図られております。 

このほか、令和 4 年度は、本人確認書類等を顧客のスマートフォンを利用して閲覧で

きるシステム環境の構築を進めたほか、令和 5 年 5 月のＳＫＣ第 7 次システムの更改に

向け、接続環境の確認や疎通テストなどの準備作業に取組んでまいりました。 

また、相続業務のセンター集中化に引き続き、令和 5 年度からは諸届事務のセンター

集中化を予定しております。集中対応に向け、「諸届窓口受付システム」の開発をベンダ

ーに委託し、令和 5 年 3 月よりシステムテストを兼ねたテスト運用を一部店舗にて開始

しました。令和 5 年 5 月にはテスト運用店舗を 10 店舗とし、令和 5 年度上期中に全店

での本格運用開始を計画しております。 

なお、「相続サポートセンター」の職員が連携して、相続・諸届事務のセンター集中対

応を行うことから、令和 5 年 4 月に同センターの名称を「けんみん信組お客様サポート

センター」へ改称しました。 

今後も引き続き、ＩＴを活用したサービスの開発・提供によるＤＸ(デジタルトランス

フォーメーション)の流れに乗り遅れることなく、お客様の利便性向上に向けて取組ん

でまいります。なお、事務の合理化や効率化に向けたシステム投資にあっては、中長期

的な投資計画や予算計画を策定のうえ、検討してまいります。 

 

② 事務合理化の徹底 

当組合では、生産性向上に資する施策の立案・実践を目的として組織横断的に「生産

性向上ＰＴ」を設置しており、その取組みの一環として、営業店事務の合理化や効率化

を図るとともに、事務のシステム化に取組んでまいりました。 

『将来を見据えた態勢整備』 
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令和 3 年度は、「渉外支援システム」「ＴＶ会議システム」「相続窓口受付システム」を

導入いたしました。また、外部へのデータ送信及び外部からのデータ受信をクラウドに

よる授受に移行したほか、残高が一定額以下の普通・貯蓄預金口座の解約手続きを簡略

化（印鑑不要）し、事務の効率化と顧客の利便性向上を図ってまいりました。 

令和 4 年度は、電子交換所移行に伴う手形小切手の持ち出しを、営業店で手形小切手

の画像データを取得し、イメージ管理システムにより本部へ送信することで、手形小切

手の搬送を不要とするなど、事務フローを抜本的に見直しすることにより、大幅な事務

の合理化を図りました。 

また、融資業務においても、令和 4 年 9 月より、営業店で行っていたカードローン更

新管理業務及び各種書類作成・発送業務を本部で一手に引き受け、業務の迅速化と合理

化を図る一方で、延滞管理に係るコール業務を各営業店に移管し、より一層の延滞改善

に取組んでおります。 

更に、当組合では、営業店窓口係長と本部関係部との意見交換会を定期的に開催して

おり、令和 4 年度は 11 月に開催いたしました。意見交換会での意見や要望等を基に、事

務の合理化・効率化のターゲットとなる事務の特定を的確に行ったうえで、積極的に事

務の合理化・効率化を図っております。 

今後も、信用組合の原点でもある「足で稼ぐ営業スタイル」を継続し、地域の皆様に

寄り添った、きめ細やかな対応を実践し、他行との差別化を図っていくためには、こう

した取組みを継続して実施していく必要があり、営業店事務の合理化と効率化、営業店

事務の負担軽減による生産性の向上を図ってまいります。 

また、本部事務においても、営業店へのサポートに比重を移し、お客様目線に立った

金融サービスの提供に努めてまいります。 

 
（２）組織、店舗戦略の見直し 

① 新たな店舗戦略による営業基盤の強化 

地域の金融機関としてこれからも地域の事業者や組合員の皆様を支援していくために

は、本部組織、店舗体制の抜本的な見直しが必要であるとの認識のもと、組織改革や店

舗戦略の見直しに取組んでまいりました。 

前計画期間においては、個人業務に特化した個人特化店と、フルバンキング機能を備

えた統括店を一体で運営するエリア制を導入し、その後、個人特化店 15 店舗の店舗内店

舗化を実施するとともに、本店内の店舗内店舗である西支店を本店へ統合いたしました。 

令和 3 年度は、老朽化が懸案事項であった御勅使支店を新築移転し、櫛形支店の店舗

内店舗である白根支店との合同店舗を開設したほか、北支店、川上支店、身延支店の 3

店舗をそれぞれの母店へ店舗内店舗化し、各店舗建物を有人出張所化いたしました。更

に、塩山支店の店舗内店舗である牧丘支店、韮崎支店の店舗内店舗である武川支店の母

店統合を実施いたしました。 

令和 4 年度以降の店舗戦略の見直しについては、南西・昭和支店の店舗統合、塩山・

山梨支店の合同店舗化による新築移転を計画しており、新昭和支店は令和 5 年 11 月、

塩山・山梨支店は令和 6 年 5 月の開業を目指して、準備作業に取組んでおります。この
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二つの新店舗は、事務のセミセルフ化を取り入れた先進的な店舗とするとともに、お客

様とのコミュニティーをより重視した近代的な店舗とする予定です。 

また、令和 6 年 5 月には本店・本部ビルの新築を予定しており、次世代に向けたＤＸ

やＩＴ化に対応した、インフラを備えた県内屈指の最新店舗として、令和 8 年 5 月の開

店を目指して準備を進めております。 

本部組織についても、営業統括部内の法人融資課を法人融資第一課と法人融資第二課

の 2 課制とし、法人融資第一課の専担職員は全営業エリアを対象に、法人融資第二課の

専担職員は各エリアの基幹店に常駐させ、各営業店と緊密に連携して、それぞれの機能

を活かした融資推進活動を展開してまいりました。 

今後も、法人融資課と各営業店との緊密な連携による、お取引先企業へのきめ細かな

訪問活動を展開していくとともに、こうした取組みの効果についてＰＤＣＡサイクルに

よる検証を実施し、更なる組織体制や店舗形態の見直し・再構築、人員の適正化・再配

置を検討してまいります。 

 

② 要員配置の適正化による営業力の強化 

信用組合の原点である「訪問（対面）営業」を徹底するとともに、お客様に対してき

め細かな金融サービスを提供し、他行との差別化を図っていくための営業戦力増強の方

策の一つとして、女性職員やベテラン職員の活用推進・戦力化に取組んでまいりました。 

前計画期間では、人事制度を改正し、準総合職を新設したほか、「人事の基本的考え方」

を通知し、この中で営業力強化に向けた営業人材重点配置の推進を明示したうえで、営

業店の営業推進活動を統括する副調査役（営業担当）やこれまでの経験を活かした専任

役（営業担当）を配置するとともに、職群変更を選択した女性職員を順次、準総合職群

営業係として登用してまいりました。更に、ベテラン職員を「特別職」として管理職に

登用するとともに、専門的な知識やスキルを持つ定年再雇用の嘱託職員を「嘱託エキス

パート職」として再登用してまいりました。 

令和 4 年度も引き続き、優秀な若手職員及び女性人材の管理職等、要職への積極登用

に努めるとともに、昇格・昇任による処遇面の措置も適宜・適切に対応しております。 

 

【令和 5 年 3 月末時点の登用状況】 

・30 歳代管理職  21 名（うち男性 18 名、女性 3 名） 

・女性管理職  20 名 

・役職定年後の正規職員の特別職 15 名 

・嘱託エキスパート職  6 名 

 

このほか、令和 4 年 10 月より、店舗人員の少ない一部店舗において窓口営業時間を変

更し、昼休みの導入（7 店舗に導入）をしており、少人数での安全かつ効率的な店舗運

営、及び業務継続体制の強化を図っております。また、エリア内の各店舗間で基幹店長

主導のもと、機動的な職員の相互応援態勢を構築するため、「新エリア制における職員等

の相互応援に関する内規」を制定しており、繁忙時や店舗人員が不足した際の営業店間



 

- 14 - 
 
 

及び本部営業店間の応援を実施しております（令和 5 年 3 月末時点の応援件数は、営業

店間 123 件、本部・営業店間 133 件）。 

今後も、店質やエリアの状況・特性を踏まえた効率的かつ適正な要員配置を実施し、

融資獲得やお客様への積極的な支援活動の実践により、一層の収益力向上に取組んでま

いります。 

 

 

 
 
（１）取引先実態把握の強化 

① 本部、営業店が一体となった取引先管理の徹底 

新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが５類に引き下げられたことで、３年

以上に及んだコロナ禍も収束に向けた動きがでており、県内経済は持ち直していると判

断されておりますが、業種を問わず一部の事業者におかれましては、コロナ禍の影響や

損失はとても大きく、更にロシアのウクライナ侵攻の長期化に伴うエネルギー価格の高

騰や、物価の上昇や原材料・素材不足、人手不足の問題が深刻さを増し、当組合の主た

る取引先であります中小規模事業者の皆さま方にとっては、引き続き、厳しい経営環境

が続くと考えております。 

安定した資金繰り・利益確保のためには、固定費削減・圧縮、販路拡大による売上確

保、各種補助金等活用、人材雇用等の支援が不可欠と考えており、こうした課題に対応

していくために、モニタリング情報等を情報マッチングデータの管理システムに集約し、

事業者の本業支援に取組んでおります。 

また、令和 4 年度は、事業者の業績管理の徹底に向けて、決算書徴求の一元管理を開

始しており、未徴求先の進捗管理を実施するとともに、モニタリングを一層強化、徹底

することで、取引先の変化にいち早く気づき、営業店と本部が情報共有することで早期

に取引先の実情に応じた支援策を講じております。 

与信額が大きい取引先につきましても、本部の方針が営業店に浸透するよう、ポイン

トを絞った指導やお取引先への同行訪問のほか、経営改善支援や事業再生の専門的スキ

ルを有する融資部及び融資部融資課サポート担当に集約化し、問題点の解消に向けたア

ドバイス等を実施することにより、信用状態の変化に機動的に対応できる体制としてお

ります。 

当組合では、金融円滑化管理方針に則り、中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ため、平成 26 年度から経営支援先へのモニタリングに取組んでいますが、①令和 2 年

度よりコロナ関連融資実行先を、また②令和 4 年度よりコロナ禍に起因したプロパー債

権条件変更先をモニタリング対象に追加してきました。さらに令和 5 年度からは、①の

コロナ関連融資の返済開始が本格化する中、返済が懸念される先のモニタリング頻度を

増やし、実態把握と経営改善計画策定等債務者の経営改善に向けた取組みへの支援を現

場と本部が一体となって強化することにより不良債権発生の未然防止を図ることとしま

した。 

『信用リスク管理の強化』 
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令和 5 年度は、新たな不良債権の発生の抑制に向けて期中管理を強化する態勢を整備

するとともに、限られた人員で効率的にかつ品質を高めながら期中管理や案件審査がで

きるよう、営業店内部および営業店と本部のコミュニケーションを強化していくことに

より、地域経済の健全な代謝に向けた取組みに注力してまいります。 

 

② 経営改善サポート委員会による融資取引先の経営改善策の策定、実施 

当組合は経営改善の可能性が高いと認められるお取引先に対して、所管部署である融

資部融資課サポート担当及び営業統括部法人融資課が中心となり、外部機関・外部専門

家との連携により、きめ細かな経営改善支援及び早期事業再生支援に積極的に取組んで

おります。 

中小規模事業者への訪問等を通じた業況モニタリング、同事業者の顧問税理士と連携

したキャッシュフロー検証等の財務分析による状況把握を踏まえて、経営改善計画の策

定支援を実施しており、毎期期初に経営改善計画策定支援の重点先を選定し、その状況

を本部が定期的に確認しております。 

アフターコロナを見据えた計画的かつ実効性を踏まえた取引先の継続的な支援に向け

て、融資部と営業統括部の連絡調整機関として、「経営改善サポート委員会」を設置して

おり、令和 4 年度は 3 月末までに同委員会を 3 回開催しておりますが、経営改善策の策

定先として、令和 4 年度は 7 先を選定し、外部機関・外部専門家（やまなし産業支援機

構等）との連携強化を図ったうえで、積極的な支援を実施しました。 

また、事業承継支援として、事業引継ぎ支援センターを活用した事業承継支援を実施

しております。承継者不在の場合は、匿名性を担保しながら組合内ネットワークを活用

し情報マッチングに掲載し支援するとともに、Ｍ＆Ａのマッチングサイトを運営する㈱

トランビを活用した第三者への承継の提案や、中小企業基盤整備機構のノンネームデー

タベースへの登録、一括事業譲渡の可能性がない場合は承継資産、人材、取引先等の情

報マッチングを実施しております。 

 

【令和 4 年度の経営改善計画策定実績】 

・対象先 50 先（うち策定済 26 先、策定中 18 先、着手・協議中 3 先、債務完済等 3

先） 

 

引き続き、きめ細かな経営改善支援及び早期事業再生支援、事業承継支援に積極的に

取組んでまいります。 

 

（２）自己査定の精度向上 

① 自己査定基準の頻度見直しと債務者区分の適切性の確保 

自己査定は債務者モニタリングの最たるものと捉え、実施頻度を増やすことで債務者

区分の適正な評価と、これに併せて信用コストの測定精度向上を図り、かつ当組合の財

務諸表に与える影響を適時に把握し、管理・統制していく必要があると認識しておりま

す。従来年 2 回であった自己査定を四半期毎に実施することとし、令和 3 年度より年 4
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回の資産自己査定を実施しております。 

今後も、年 4 回の自己査定において、お取引先の業績管理にかかる資料徴求を徹底し、

実態に即した債務者区分の判定を実施してまいります。 

 
② 自己査定に関する知識向上のための研修の充実 

営業店担当職員の自己査定に関する知識向上を図り、加えて債務者の状態を適切に判

断する能力を身に付けることで、正確な自己査定を実施するとともに、派生的に与信判

断能力とリスク管理能力を向上させ、良質資産の増加に寄与することを目的に定期的に

研修を実施しております。 
令和 4 年度は、7 月、10 月及び令和 5 年 3 月にＴＶ会議システムを利用して、計 3 回

の自己査定研修会を実施いたしました。 

 今後も引き続き、担当職員のレベルに応じた内容及び対象者を選定し、定期的に研修

会を実施し、営業店担当職員のスキルアップを図ってまいります。 

 
（３）実質破綻先以下の回収の強化 

長期延滞先については、従来同様、個社（者）別に回収方針を策定し、計画的かつ的確な

対応を執り、延滞先からの回収に努めております。 

また、延滞解消が見込まれ、経営改善等の意欲が強い先につきましては、経営改善計画策

定を支援するなど、事業再生に向けた支援に取組んでおります。 

令和 2 年度までの 3 か年に亘る集中的かつ抜本的な不良債権処理が終了し、令和 3 年度か

らは実質破綻先・破綻先の小口債務者の整理・回収を進めております。全信組連との間に設

置した「経営改革協議会」での協議を踏まえ、1 先当たりの債権額は少額となりますが、引

き続き丁寧な対応により処理の促進を図っております。令和 4 年度も年度末までに、極力二

次ロスを回避しながら、バルクセールによる計画的な不良債権処理を 3 回実施したほか、令

和 4 年 7 月と令和 5 年 3 月には個別の債権売却、及び令和 4 年 10 月には事業継続先の再生

目線の債権売却を実施いたしました。なお、債権売却については、前年度に引当を充分に実

施したうえで対応しております。 

今後は、事業再建が見込まれる先については、経営改善計画策定への積極的な関与による

ランクアップをもう一方の柱に据え、不良債権の計画的な削減に取組んでまいります。 

 
 

 

 

（１）関係機関との連携強化  

① 他の信用組合との連携による収益力強化、営業体制の向上 

当組合では、地域社会の発展と経済の活性化に、より一層貢献することを目的として、

都留信用組合と「連携に関する協定」を締結しております。これまでに地域のイベント

に合同で参加したほか、業務に関する情報交換や検討会の実施、一部業務の代行等の相

互連携を開始しており、日本銀行での損傷現金引換え業務を受託するなど、更なる連携

『ネットワークの活用強化』 
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強化に向けて取組んでおります。 

令和 4 年度は、7 月に都留信用組合とＡＴＭ相互利用の覚書を締結し、顧客利便性の

向上を図りました。 

このほか、令和 4 年 4 月には、愛知県中央信組と店舗戦略の見直し等にかかる意見交

換会、6 月から 9 月にかけては、ぐんまみらい信組、釧路信組と不良債権処理にかかる

情報交換・連携をＷＥＢ会議形式にて実施いたしました。また、11 月には、店舗集約や

事務の集中化、人員体制について、愛知県中央信組の役員及び関係部長の視察受入れ、

令和 5 年 1 月には、窓口業務の合理化・効率化として相続事務の本部集中化や諸届事務

の合理化について、青森県信組の役員及び担当部の部長、部長代理の視察受入れを実施

し、連携を図っております。 

引き続き、都留信用組合との連携協定に基づき、事務の合理化や相互の収益性向上に

資する取組み強化策の実施に向け検討していくとともに、県内外の他金融機関を含めた

情報交換や意見交換等を積極的に実施してまいります。 

 
② 地域・行政とのネットワーク活用 

当組合では、山梨県内の 23 市町村（11 市 8 町 4 村）において「認定連携創業支援事

業者」と位置付けられ、連携機関会議に参加するなど、産学官と連携した創業相談の対

応等を行っているほか、山梨大学客員社会連携コーディネータ制度を積極的に活用し、

お客様の事業に関する相談等を山梨大学へ持込み、課題解決を図ってまいりました。 

また、山梨労働局との「働き方改革に関する包括連携協定」、西桂町との「定住促進に

向けた連携協定」、公益財団法人産業雇用安定センターとの「中小企業支援に関する連携

協定」、山梨県と「地域経済の活性化に係る連携協定」を締結し、それぞれの連携に基づ

いた活動を実施してまいりました。 

更に、豪雨や地震などの災害による停電等により、店舗機能の停止も想定され、災害

時の金融業務維持と、店舗戦略の見直しに伴うお客様の利便性維持を図るため、「ＡＴＭ

機能搭載移動金融車」を導入し、臨時窓口や店外ＡＴＭとして活用しておりますが、台

風等による地域停電や災害等の発生時に、山梨県と連携して移動金融車を被災地へ派遣

し、電源供給等の支援と被災地の金融支援などを実施するため、令和 3 年 2 月に「災害

時における移動金融車による電力供給等に関する協定」を締結いたしました。 

令和 3 年度は、県内中小企業の本業支援・事業再構築支援のための具体的連携・協力

体制構築に向け、山梨県中小企業診断士協会と「中小企業・小規模事業者の支援に係る

相互連携協定」を締結したほか、山梨県から県内農業の現状と今後の動向、林業を取り

巻く環境、県産材普及に向けた施策についての情報共有を受け、県産材の普及に向けた

ＰＲ活動を実施するとともに、山梨県ウッドチェンジネットワーク運営委員会に参加す

るなど、地域・行政との連携を深めてまいりました。 

令和 4 年度は、9 月に山梨県と協定を締結し、「やまなしＳＤＧｓ推進プラットフォー

ム」へ参画し、県が新たに始める『やまなしＳＤＧｓ登録制度』への登録支援やＳＤＧ

ｓの取組みの伴走支援、情報発信を行っております。 

今後も、既に連携している商工三団体や、公益財団法人やまなし産業支援機構、山梨
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県中小企業診断士協会をはじめ、中小企業支援に関する連携協定を締結している日本政

策金融公庫甲府支店、山梨県行政書士会等との連携をより一層強化するとともに、地域

の中小企業・小規模事業者への支援強化に取組んでまいります。 

 

（２）メディアの有効利用 

協同組織金融機関の役割や、当組合の地域貢献のための取組みに関して、マスメディア

に積極的にＰＲし広報していくことで、当組合のイメージ向上を図り、顧客からの信頼度

を高めるとともに、新たな顧客の獲得など収益力の増強に取組んでおります。 

当組合の取組みは地元新聞社をはじめ、マスメディアに取り上げられており、令和 3 年

度は、地元新聞社朝刊に当組合のＳＤＧｓ宣言が取り上げられたほか、コロナ禍により大

きな影響を受けている地元飲食業界を応援するため、組合情報誌「ぱーとなーず」にて実

施した飲食店紹介や、役職員の昼食時に、定期的に実施している地域の飲食店からテイク

アウト弁当を購入する「ランチデー」などの取組みが掲載されました。 

令和4年度は、ニッキン主催の金融ＩＴフェアＦＩＴ大阪及び東京に職員2名が参加し、

相続業務全体のＤＸ化に向けて検討した課題や「相続窓口受付システム」の導入による相

続業務の一元管理を実現した状況、及び今後計画している「諸届窓口受付システム」のプ

レゼンテーションを行い、当組合の取組みをＰＲいたしました。 

更に、地元新聞社等への事業者の情報提供による事業者支援にも取組んでおり、記事掲

載に至った支援事例が 3 月末までに 22 件となったほか、㈱崎陽軒代表取締役会長を講師

に招いて開催した第 3 回経営塾（テーマ「真に優れたローカルブランドを目指す」）が地元

新聞に掲載されました。 

今後も、当組合が実施している地域に密着した活動を積極的にＰＲし、当組合のイメー

ジ向上を図るとともに、顧客信頼度向上に繋げてまいります。 

 

 

 

 

（１）新規融資先開拓や新店舗出店（移転）を活用した出資金増強活動  

普通出資金及び組合員の維持・増強は、当組合の健全性、経営基盤を確保していくために

も、継続して取組んでいかなければならない重要な課題であると認識しており、融資残高に

比べて出資額が少額な出資者に対しては、十分な説明を行ったうえで、出資金の増額を依頼

するとともに、過去に取引が活発にあった先で、現在取引が希薄になっている出資者に対し

ては、取引の再アプローチによる深耕を図るなど、出資金の流出防止に努めております。 

こうした取組みに加えて、令和 2 年 11 月には、「けんみん信組組合員向け定期預金」の取

扱いを開始し、普通出資金の増強を図っており、令和 4 年度の実績は、定期預金は 682 百万

円、加入出資金は 356 千円となっております。 

また、既存の融資先に加え、新規融資先に対しても積極的に普通出資金の増強に向けた活

動を実施しており、令和 3 年 6 月の「御勅使支店・白根支店合同店舗」の開設に併せて、「け

んみん信組組合員向け定期預金」を活用した記念商品の取扱いを開始し、積極的な普通出資

『自己資本の充実』 
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金の増強活動を展開してまいりました。 

更に、令和 4 年度も引き続き、社内ＬＡＮ上に期末の着地予想額を把握・管理するための、

普通出資金管理シートと取組状況集計表を設置し、当該管理シートを活用して、新規加入の

促進を図るとともに、脱退予定の把握に努め、自己資本管理の強化を図っております。 

 令和 5 年度は、当組合は合併 20 周年の節目を迎えることから、周年記念事業として組

合員向けの記念定期預金商品の販売を予定しており、組合員向けのサービス向上により、組

合員の維持・増強を図ってまいります。 

今後も、普通出資金の増強に努めるとともに、脱退・加入状況を組合内で共有し、自己資

本管理に徹底して取組むことで、自己資本の充実を図ってまいります。 

 

（２）大口出資金の整理と対応 

当組合では、大口出資先への対応といたしまして、現状維持を基本としつつ、全部脱退及

び一部脱退の申出には真摯な対応を行っております。 

今後も、取引先の経営改善計画に伴う出資金の減少等を含めて、関係各部と自己資本管理

チームが連携のうえ、情報を共有し、自己資本管理に徹底して取組むことで計画的な整理を

促進してまいります。 

また、出資金譲渡対応につきましては、適正な出資割合を考慮した選定を行い、自己資本

の充実に努めてまいります。 

 

 

４．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状況 

（１）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

① ガバナンス態勢の強化 

ア．経営監視・牽制の適正化 

当組合は、コーポレート・ガバナンス態勢の確立を経営の最重要課題の一つとして

位置付け、理事会、監事会による経営監視・牽制が適正に機能する体制としておりま

す。 

常勤理事は、それぞれの担当業務の内容やリスクを十分理解するとともに、非常勤

理事も経営の意思決定の客観性を確保する観点から、自らの役割を認識するなど、理

事一人ひとりが自らの役割・責任を果たすことで牽制機能を高めております。 

 

イ．経営の客観性・透明性の向上 

経営強化計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な立

場で評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、全信組連の経営指導を

毎月受けるとともに、年に 1 回の全国信用組合監査機構の監査を受監し、経営に係る

助言を受けております。 
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② 経営方針の周知 
理事長は、毎朝開催している役員部長連絡会（朝会）や主要会議の席での理事長挨拶

の内容等を「理事長メッセージ」として組合内ＬＡＮにより全役職員へ配信し、当組合

の経営方針等を周知しております。また、監査講評や顧客訪問時においても営業店の職

員に対して直接経営方針を伝えております。 
更に、理事長による営業店長との意見交換会（1 オン 1 ミーティング）を開催してお

りますが、令和 4 年 11 月からは、常勤役員と営業店長との意見交換会（１オン５ミーテ

ィング）も開催しております。 
また、定期的に部店長会議を開催しているほか、常勤役員は随時営業店を訪問し、経

営方針や本部の施策を明確に伝達するとともに、営業現場の意見を吸い上げることによ

り、本部と営業店における共通認識の醸成に努めております。 
 
（２）リスク管理の体制の強化のための方策 

① ＡＬＭ 

組合全体のリスクを統合的に管理するため、「ＡＬＭ委員会」を設置し、総合企画部を  

統括部署として、各種リスク管理方針・規程に従い信用リスク、市場リスク、流動性リ

スク、オペレーショナル・リスクをはじめ主要なリスク状況を把握するとともに、評価・

計測されたリスクについて、毎月開催の「ＡＬＭ委員会」（書面開催を含む）及び「ＡＬ

Ｍ部会」にて協議するとともに、収益シミュレーションを実施し、収益性向上に向けた

議論を行っております。 

更に、管理資料の見直しを実施し、よりポイントを絞った議論を行いやすい形に変更

し、会議の活性化・効率化に取組んでおります。また、「けんみん短プラ」の見直しが円

滑に反映されるよう、毎月ＡＬＭ部会で協議しております。 

また、「ＡＬＭ委員会」及び「ＡＬＭ部会」を必要に応じて臨時で開催し、迅速かつ機

動的な対応を図っており、令和 4 年度は臨時開催を 6 回開催し、足下の金利環境変化を

受けた対応方針などを協議しており、リスク管理体制の強化に取組んでおります。 

引き続き、ＡＬＭ委員会での議論や協議の実効性を更に高めるべく、構成メンバーの

見直しや協議内容の集約・集中を図るなど会議の運営方法についても随時見直し、リス

ク管理体制のより一層の強化に取組んでまいります。 

 
② 信用リスク 

信用リスクについては、信用リスク管理方針・規程等に基づき、「個社別取組方針」を

策定し、定量・定性の両面でモニタリングを強化していくことで、与信先の経営上の問

題点の発見・対応に努めております。 

また、「信用格付システム」の稼動を機に、「個社別取組方針」を、同システムによる

方針策定や実態把握に移行させ、信用格付を実施した先に対するモニタリングや取引方

針の検証により信用リスク管理の徹底を図っております。 

特に、大口与信集中先や与信額が大きい建設業者、不動産業者については、地域との

一体的再生という観点を踏まえつつ、継続的に業績のモニタリングを行うとともに、お
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取引先との面談を通じて策定した取組方針に基づき、お取引先の実情に応じた経営改善

支援に注力しております。 

更に、大口与信集中及び業種集中の管理につきましては、与信全体でのシェアを管理

し、その結果について定期的に常勤理事会及びＡＬＭ委員会へ報告することにより、経

営陣がリスク量を適切に評価・判断できる体制としております。 

今後も引き続き、大口管理（クレジットリミット含む）、業種別管理、個社別の方針策

定や実態把握を信用リスク管理の柱として取組むとともに、当組合に与える影響度合い

から大口先と準大口先の与信管理を優先し、与信の許容度合いや回収と円滑な与信のバ

ランスを常時協議する態勢を構築してまいります。 

 

ア．クレジットリミット管理の強化 

当組合では、特定の大口与信先に対して与信管理を徹底し、与信集中や過度の信用

リスクが生じることを未然に防止するため、「クレジットリミット管理規程」及び「ク

レジットリミット運用基準」を策定しており、半期毎にクレジットリミット対象先を

選定したうえで、与信管理の徹底に取組んでおります。 

また、クレジットリミット管理規程、運用基準を改正し、クレジットリミット額及

びアラームポイントの減額を実施しており、より厳格化した基準のもと、与信管理の

徹底に取組んでおります。 

更に、クレジットリミット対象先の管理状況については、理事会・常勤理事会に報

告し、経営監視・牽制が適正に機能する態勢としております。なお、令和 4 年 10 月に

は、クレジットリミット（限度額）の再定義及び運用の厳格化に基づく規程の一部改

訂を実施いたしました。 

今後も、クレジットリミット管理の厳格な運用を実施し、リミットを超過している

先については、超過解消に向けた具体的な計画や方針を協議・策定し、信用格付方針

と連動した業況管理と与信抑制のための方策や改善上の問題点を常勤理事会等におい

て協議するとともに、本部・営業店と共同で円滑な融資と回収、保全のバランスを図

るなど、一層の管理強化に取組んでまいります。 

 

イ．審査会機能の向上 

当組合では、大口与信先の基準与信額の遵守状況、決算内容、組合取引状況、業況

及び問題点、個別案件の動向等のモニタリング結果を、四半期毎に理事会及び常勤理

事会に報告し、与信集中リスクの把握に努めるとともに、貸出金決裁権限基準や審査

会内規を改正し、厳格化した基準のもと、大口与信先等に対する取組方針を協議、決

定することにより、過度な与信集中の回避に取組んでおります。 

更に、債務者区分が要管理先以下の案件、クレジットリミット超過の案件等につい

ては、審査会で取組方針を決定し、信用リスクの低減を図っているほか、営業店に対

して審査会への参画を求める手続きを明確化し、営業店長・融資担当者が出席のうえ、

個社に対する方針決定や個別案件に対する与信審査を協議する機会を設けて、情報共

有並びに態勢強化に取組んでおります。 
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また、審査会は、原則毎営業日開催しており、円滑な情報共有と迅速な決裁対応を

行うことで、信用組合としての強みの発揮に取組んでおります。 

引き続き、審査会へ上程・報告する態勢の整備を検討していくほか、大口与信先、

要管理先、クレジットリミット超過先に対する取組方針の協議、検証を行い、信用リ

スクの把握や改善策を検討することで、審査会機能の向上に取組んでまいります。 

 
ウ．信用格付システムの運用 

信用リスク管理の高度化のため、不動産担保評価管理システム、自己査定支援シス

テム及び信用格付システムを導入しており、与信取引先の債務者区分の判定や、お客

様の状況に応じた適正な金利設定（プライシング）に活用しております。 

また、これらのシステムと連動する融資稟議支援システムの運用を開始し、事務の

省力化と効率化を図っております。 

引き続き、債務者の実態把握に係る指針に基づき、決算書徴求後に速やかに格付作

業、取組方針を確定し、適用金利を設定するとともに、格付金利体系の見直しの要否

を再度検討するなど、個社の管理強化に努めてまいります。 

 
エ．信用リスクの実態把握のための体制整備 

信用リスクについては、潜在的な信用リスクも含めた不良債権の全体像の把握に努

めるとともに、不良債権処理の対応方針を検討する態勢としており、全信組連と定期

的に開催している「経営改革協議会」の検討結果を踏まえ、処理方針等を決定してお

ります。 
また、倒産した与信先に対する原因や取組経緯などを分析したうえで与信審査に活

用し、類似事案の未然防止に努めており、営業店に対して与信先のデフォルト分析に

基づく管理の強化について周知するとともに、審査会においてデフォルト先の原因分

析と取組経緯の検証結果報告を実施することとしております。 
令和 4 年度は、7 月にデフォルト分析報告書をリニューアルするとともに、審査会

への報告等についての要領を策定しており、総与信額 30 百万円以上かつ未保全額 5 百

万円以上のデフォルト先について審査会へ報告（デフォルト発生から 1 ヵ月以内を目

処）することとし、一層の管理強化と類似事案の未然防止に努めております。 

コロナ禍の影響が長期化する中、今後、安定的な資金繰りが懸念される事業者も予

想されることから、モニタリングによる与信管理を強化してまいります。 

 
③ 市場リスク 

市場リスクにつきましては、リスク統括部署（総合企画部）がモニタリングを行い、

その結果についてＡＬＭ委員会及びＡＬＭ部会を通じて、定期的に常勤理事へ報告し、

経営陣がリスク量について適切に評価・判断できる態勢としております。 
変動するリスク量及び収益状況を適正に把握し、リスク量を適切にコントロールする

ことで、安定収益の確保に努めており、市場リスクを伴う取引に際しては、あらかじめ

権限・リスク限度・執行手続きなどの市場リスクの管理プロセス及び管理責任を管理規
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程に定めております。 
保有有価証券のリスク管理については、国内債券、転換社債、外国証券、証券投資信

託、株式のそれぞれにアラームポイントを設定し、経営体力からみて過大なリスクテイ

クとならないよう適切な管理を行っており、アラームポイントに抵触した場合には、直

ちに担当役員に報告するとともに、ＡＬＭ委員会に報告し、対応策を協議・決定する体

制としております。 
また、令和 4 年度の余裕資金運用方針では、従来のアラームポイントの弾力的な措置

として、アラームポイント抵触前の、予防的なアラームポイントを新たに設定し管理し

ており、保有有価証券のリスク管理をより一層強化しております。 

更に、市場リスクの管理手法としては、資産・負債全体の市場リスク量をＶａＲ分析

によって計測し、自己資本との比較・検証を行っているほか、市場リスク量を一定の範

囲内に管理するため、有価証券最大運用枠の遵守やリスク量の随時モニタリングに努め

ており、リスク量の上限を超えた場合は、速やかに対応策を策定のうえ、ＡＬＭ委員会

及びＡＬＭ部会で対応を協議することとしております。 
 

ア．ＡＬＭ手法を活用した余資運用ポートフォリオの構築 

ＡＬＭシステムを用いて、ＧＡＰ分析、現在価値分析、ＶａＲ分析などの各種リス

ク分析を行っており、こうしたＡＬＭ手法を更に活用し、資産・負債から生み出され

る収益の変動や、金利等の水準、ボラティリティの動向を踏まえたリスク・リターン

分析を実施しております。 

また、この結果を、経営陣に対し、ＡＬＭ委員会及びＡＬＭ部会を通じて適切に報

告・提案するとともに、分析結果を基に、リスク・リターン戦略等を踏まえた資産運

用方針の策定・見直しを協議しており、状況に応じて、適切に運用方針を見直し、リ

スクに配慮した運用を実施しております。 

引き続き、各種ＡＬＭ分析を実施し、金利リスク・信用リスクに十分配慮したうえ

で、利息収入の積上げを図ってまいります。 

 

イ．ストレステストの実施と検証 

予想し得ない金利変化が起きた場合を想定したストレステストを定期的に実施し、

当組合の抱える市場リスクが自己資本に対して、どの程度の水準にあるかについて検

証しており、適切なリスク管理を行っております。 

また、銀行勘定の金利リスク（ＩＲＲＢＢ）に係る新たな枠組みの早期警戒制度の

実施等に関する改正を受け、金利水準の変動による資産・負債の経済価値あるいは収

益変動リスク（⊿ＥＶＥ・⊿ＮＩＩなど）を月次で算出・分析するとともに、自己資

本対比の追加分析を行ったうえで、ＡＬＭ委員会及びＡＬＭ部会に報告し協議を行っ

ております。 

今後もこうした取組みを継続し、リスク量の把握に努めるとともに、適切なリスク

管理を行ってまいります。 

 



 

- 24 - 
 
 

④ 流動性リスク 

ア．的確な資金ポジションの確保 
直面する流動性リスクを適切に管理するため、「流動性リスク管理規程」を制定し、

日次や月次で資金の動きをモニタリングする態勢としております。的確な資金ポジシ

ョンを確保するため、預金、貸出金の状況を適時・適切に把握するとともに、資金繰

りリスク管理に係る運用方針のもと、資金調達可能額の管理、流動性ギャップ管理等、

流動性維持のための支払準備資産の管理を行っております。 

令和 3 年度末に、流動性リスク管理方針を見直し、通常時・懸念時・顕在化時のボ

ーダーラインを細分化し、流動性確保に向けた態勢強化を図っており、令和 4 年度は、

より細分化し、厳格化した方針のもと流動性リスク管理に取組んでおります。 

なお、資金面で重大な動きがある場合は速やかに理事長へ報告するなど、迅速な対

応をとることで資金繰りの安定に努めております。 

 
イ．流動性確保を最優先とした実効性のある資金運用 

当組合では、ＡＬＭデータを基に「流動性リスク管理表」を作成しており、余裕資

金の把握と最適な資金運用に努めております。引き続き、預金流出を想定しての的確

な資金ポジションを確保するとともに、流動性確保を最優先とした実効性のある資金

運用を図り、流動性危機時の対応を強化してまいります。 
 

⑤ オペレーショナル・リスク 

オペレーショナル・リスクの総合的な管理の重要性に鑑み、受動的に発生する事務リ

スク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク及び風評リスクに特

定し、各リスクについて、各所管部署は、各種方針、規程、マニュアルを遵守させる取

組みを強化しており、リスクの極小化及びリスクの顕在化の未然防止に努めております。 

これにより、全体のリスク管理の適正性を確保しながら、当該リスクの発生防止と発

生時における想定損失額を極小化し、お客様からの信用・信頼を高め、経営の維持・安

定を図っております。 
また、事務リスク管理態勢の強化に係る対応として、事務ミスに関して発生原因の分

析を行い、常勤理事会へ定期的に報告するとともに、全部店に周知することにより、類

似事案の再発防止と事務処理水準の維持・向上、事務ミス発生リスクの極小化（未然防

止）に取組んでおります。 
事務ミスが発生した場合には、所管部署が損失を最小限にとどめるための指示と解決

のための適切な対策を講じることとし、併せて再発防止に関する指導・助言を行うとと

もに、監査部の監査結果やお客様からの苦情・相談、事務ミスの報告内容等を取りまと

め、本部で情報を共有化・分析し、営業店毎の個別課題に関する臨店指導を行い事務ミ

スの極小化を図っております。 
引き続き、こうした施策を継続して実施するとともに、各種研修の実施、正確な事務

処理の徹底、精査・検印体制の強化、実践的研修等を行い、事務リスク管理態勢の更な

る強化を図ってまいります。 
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（３）法令遵守の体制の強化のための方策 

法令等遵守態勢の整備・強化については、経営方針の最重要課題の一つとして位置付け、

コンプライアンス体制を円滑に機能させるため、経営陣主導のもと、組織横断的な枠組み

を構築し、本部に統括部署、営業店及び本部各部にコンプライアンス担当者を配置してお

ります。 
また、年度毎にコンプライアンス・プログラム（推進計画）を策定し、態勢の整備・強

化に向け、推進計画の実行、結果の検証、改善策の実施を繰り返すことにより、実効性の

確保に努めております。 
引き続き、こうした取組みを継続し、各施策の実施状況の検証や問題点の見直し等、Ｐ

ＤＣＡサイクルに基づく評価改善を行ってまいります。また、コンプライアンス統括課職

員による臨店等により、営業店への指導とモニタリングを強化し、不祥事件の発生防止策

の徹底を図ってまいります。 
 

①  コンプライアンス委員会の機能強化 

コンプライアンス委員会を定期的に開催（令和 4 年度は 10 回開催）し、コンプライア

ンスに抵触する事案の改善対応策・再発防止策の検討のほか、コンプライアンス関連規

程・業績評価等についても活発に議論しており、同委員会の機能強化を図っております。 

また、法令等遵守態勢や顧客保護管理態勢における事務ミス・苦情等の問題点の整理、

原因分析・改善対応策・再発防止策についても同委員会で検討し、職員へ周知しており、

より深度ある議論や審議を行うよう取組んでおります。 

 

② マネー・ローンダリング等防止態勢の強化 
当組合で取扱う金融商品・サ－ビス、お客様との取引形態、お客様の居住する国・地

域やお客様の属性等について、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢に係

る点検表（リスク評価書）」を作成し、当組合自らのリスクを特定・評価したうえで、現

状把握に努めております。 
また、担当役員、関連部署で構成するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止

に係るプロジェクトチームを立ち上げ、必要な協議を行うとともに、コンプライアンス

統括課にＡＭＬ／ＣＦＴオーディター及びオフィサーの資格を保有する職員を配置して

おります。 
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策は、経営戦略における重要な課題であ

り、対応の高度化を推進していく主導的立場として、令和 4 年 11 月には、全国信用組合

中央協会が主催し金融庁職員の説明による「地域金融機関におけるマネロン対策に係る

現状と課題」と題するＷＥＢ研修会に常勤役員全員が出席、また令和 5 年 1 月に山梨県

警によるマネロン資金供与防止対策に関する研修に非常勤理事を含む全役員が出席しま

した。本部及び営業店の管理職、窓口係長等に対しては「マネロン対策実践講座」（通信

教育）の受講を義務付けるなど、態勢整備に取組んでおります（令和 4 年度は 70 名の職

員が同講座を受講しております）。 

更に、コンプライアンス・プログラムに「マネー・ローンダリング等防止態勢の強化」
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を盛り込み、コンプライアンス担当者連絡協議会や外部講師によるＷＥＢ研修会の実施、

啓発ビデオ研修や理解度テストの実施、コンプライアンス統括課職員の臨店指導などを

通じて、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する態勢強化を図っており

ます。 

加えて、令和 4 年 7 月には「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策に係

る基本規程」及び「疑わしい取引の届出取扱要領」を改訂するとともに、顧客受入方針

及び要領、顧客管理方針及び要領を制定いたしました。顧客受入方針及び要領、顧客管

理方針及び要領については、ＴＶ会議システムを活用して全店へ周知徹底を図っており

ます。 

外国送金については、お客様から徴求した関係書類をイメージ管理システムに登録し、

氏名・国籍・送金先国名などにより、検索が可能な状態によるデータ保存を実施してい

るほか、外国人の取引時確認において、在留期限を管理項目へ新たに追加するなど、態

勢強化に取組んでおります。 

こうした取組みをリスクの特定や評価対応に活かしていくとともに、リスクに見合っ

た低減策を講じ、関連部署と連携してマネー・ローンダリング等防止態勢の強化を図っ

てまいります。 

 
③ リーガルチェック態勢の強化 

取扱業務や商品内容の多様化・複雑化が進む中、お客様からの信用・信頼を得るため

には、取扱業務や商品の法的適合性を確保し、トラブルや訴訟案件の発生を未然に防止

することが重要となっております。 
このため、コンプライアンス統括課を中心に顧問弁護士とも連携し、「リーガルチェッ

ク規程」に則ったチェックを実施するとともに、新たな法改正や制度改正等に係る情報

について、逐次営業店に発信し、リーガルチェック態勢の強化に取組んでおります。 
 

④ コンプライアンス担当者連絡協議会の機能向上 
コンプライアンス・プログラムの実効性の向上に努めるため、全部店にコンプライア

ンス担当者を配置するとともに、全部店における法令等遵守への取組状況の平準化とコ

ンプライアンス・プログラムの進捗状況の確認を目的とした「コンプライアンス担当者

連絡協議会」を設置し、定期的に開催しております（令和 4 年度は 2 回開催）。 
営業店等におけるコンプライアンス上の課題や問題点等を調査、分析し、その結果を

基に活発な意見交換を実施し、相互理解の場となるよう取組んでおり、同協議会の機能

向上に努めてまいります。 
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（４）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

当組合では、理事会の諮問機関として、「経営諮問会議」を設置し、外部有識者より経営

全般について助言・提言をいただき、これを経営に反映させることにより、経営の客観性・

透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っており、平成 22 年 12 月に第 1

回を開催し、令和 4 年度までに 25 回開催しております。 

なお、経営諮問会議は、元大学教授（金融機関ＯＢ）、公認会計士、地元経済界 2 名に加

え、金融機関の役員経験者の計 5 名の有識者で構成しております。 

令和 4 年度の同会議においては、創業やＭ＆Ａ、事業承継など積極的な事業者支援の実

施、金融マンとしての金融リテラシー発揮と職員のレベルアップ・スキルアップ、ＩＴ活

用・アウトソーシングなどによる業務の効率化とＣＳ向上、職員の待遇改善、組織文化の

向上など、有益な助言や提言をいただき、当組合の経営に反映しております。 

このほか、経営に対する評価の客観性を確保するため、全国信用協同組合連合会より当

組合の経営戦略や基本方針について客観的な立場での評価・助言、経営指導を受けており、

経営の客観性・透明性を高めております。 

 
 
（５）情報開示の充実のための方策 

当組合は、「ディスクロージャー・ポリシー（情報開示に関する基本的な考え方）」を制

定・公表し、適時適切かつ透明性の高い情報開示を行うとともに、お客様に、よりわかり

やすく開示していくように努めております。 
当組合ホームページにつきましても、お客さまの「使いやすさ」と「見やすさ」の向上

に努めるとともに、ディスクロージャー誌につきましても、決算期毎に法令で定められた

開示内容以外にも積極的な開示を行い、地域貢献に関する情報等、当組合を理解していた

だくための経営情報を分かりやすく伝えられるように作成し、営業店窓口に備え置くほか、

当組合のホームページなどで、広く公開しております。 
今後とも、当組合の経営に対する理解を深めていただき、経営の透明性を確保すること

を目的として、迅速かつ充実した経営情報を開示するとともに、積極的な営業活動に取組

んでまいります。 
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５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、その他の主として業務を行っている地

域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、その他の主として業務を行ってい 

る地域における経済の活性化に資するための方針 

①  中小規模事業者等向けの信用供与円滑化計画の進捗状況 

令和 5 年 3 月期における中小規模事業者向けの貸出残高、及び総資産に占める割合の

実績については、以下のとおりです。 

【 中小規模事業者向け貸出残高の推移 】 

（単位：百万円、％） 

 
R3/3 月期 

（計画始期） 
R4/3 月期 

R5/3 月期 

計画 実績 計画対比 R3/3 月期比 

中小規模事業者向け貸出残高 117,684 120,209 117,804 122,084 4,280 4,400 

総資産 428,084 431,045 406,618 422,950 16,332 △5,134 

中小規模事業者向け貸出比率 27.49 27.88 28.97 28.86 △0.11 1.37 

 
 
 
 
 

当組合では、新型コロナウイルス関連融資をはじめ、コロナ禍・アフターコロナを踏

まえた貸出推進策として、同感染拡大の影響が比較的少ない業種を選定のうえ、重点的

に融資推進を図ってまいりました。令和 4 年度についても、不動産業及び建設業、アパ

ート・太陽光発電設備などの収益物件等を融資増強に向けた対象先と捉え、推進活動を

継続したほか、推進対象先を選定の上、資金需要を見据えた集中的なアプローチを行う

など、積極的な推進活動を実践した結果、令和 5 年 3 月期の中小規模事業者向け貸出残

高は 122,084 百万円と、計画比では 4,280 百万円、始期比では 4,400 百万円増加いたし

ました。 

一方で、同貸出比率は、公金預金の増加等により預金が増加し、分母の総資産が計画

を大きく上回ったことなどから、28.86％に止まり、計画比では 0.11 ポイントの未達と

なりましたが、始期比では 1.37 ポイント上昇いたしました。 

中小規模事業者向け貸出残高及び同貸出比率の目標達成は、当組合にとって最大の使

命と考えており、引き続き、お取引先の本業支援に注力すると共に、貸出金の増強策を

着実に実践し、役職員一体となった推進活動を展開することで、計画目標の達成に向け

取組んでまいります。 

 

②  経営改善支援等取組計画の進捗状況 

経営改善支援等取組みの実績については、融資部融資課サポート担当及び総合相談セ

ンターが中心となり、外部機関・外部専門家と連携したきめ細かな経営相談、早期事業

（注）・中小規模事業者向け貸出比率 ＝ 中小規模事業者向け貸出残高 ÷ 総資産 
・中小規模事業者向け貸出とは、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」別表第１にお
ける「中小企業等」から「個人事業者以外の個人」を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を
除外したもの  
政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出及び地方住宅供給公
社向け貸出等、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向
け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 
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再生等に取組むとともに、担保・保証に過度に依存しない融資促進等へ積極的に取組ん

でまいりました。この結果、令和 5 年 3 月期における経営改善支援等取組率は計画及び

計画始期の水準を上回りました。 
 

【 経営改善支援等取組み推移 】 

                                   （単位：先、％） 

 
R3/3 月期 

(計画始期) 
R4/3 月期 

R5/3 月期 

計画 実績 計画対比 R3/3 月期比 

経営改善支援等取組先数 388 462 405 473 68 85 

 創業・新事業開拓支援先 26 37 30 57 27 31 

経営相談先 189 193 186 178 △8 △11 

早期事業再生支援先 39 86 48 102 54 63 

事業承継支援先  3 19 4 7 3 4 

担保･保証に過度に依存しない融資推進先 131 127 137 129 △8 △2 

期初債務者数 4,594 4,661 4,661 4,527 △134 △67 

支援取組率 8.44 9.91 8.68 10.44 1.76 2.00 

 

 

（注）・期初債務者数とは、「日本標準産業分類」の大分類に準じた業種別区分に基づく「地方公共団体」「雇

用・能力開発機構等」「個人（住宅・消費・納税資金等）」を総債務者数から除いた数といたします。 

・2008 年 7 月企業支援部（現在の融資部融資課企業サポート担当）設置以降における「経営改善支援

取組先」とは以下の取組先といたします。 

（１）創業・新事業開拓支援先 

信用保証協会保証付「起業家支援融資」を取扱った先、新事業展開をサポートする先 

（２）経営相談先 

経営改善指導に係る助言等を継続的に行っている先 

（３）早期事業再生支援先 

経営改善計画の策定を支援し継続してフォローしている先、中小企業活性化協議会と連携して事

業再生を継続して支援している先 

（４）事業承継支援先 

事業承継に係る相談に対し相談等を行った先 

（５）担保・保証に過度に依存しない融資促進先 

資金繰りの円滑化に向け ABL 手法の活用を行った先、売掛金見合い無担保融資「ネットワークロ

ーン」の取組みを行った先 

 

 

（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

① 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 
信用供与態勢の充実・強化に向けて、役職員が一丸となり、信用組合の原点に回帰し

た「足で稼ぐ」営業活動を積極的に展開し、中小規模事業者等のお客様への訪問営業を

徹底しております。 

また、総合相談センターを中心に成長分野への貸出推進に向けた取組み、外部機関と

の連携、及びコンサルティング機能の発揮による金融面での支援に取組むとともに、経

営改善や事業再生等支援を必要とするお客様に対しては、融資部融資課内の企業サポー
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ト担当職員が、実際にお客様を訪問し、経営の課題等について解決に向けた協議を行っ

ております。 

このうち、経営改善計画の策定を要するお客様に対しましては、当該部署が再生支援

のノウハウを活かし、必要により外部の専門家とも連携しつつ、同計画の策定をサポー

トしております。 

加えて、このような取組みに対応するには、職員のスキルアップ（営業力、提案力、

コンサルティング能力等）が必要であることから、ＯＪＴや外部機関・外部専門家によ

る研修を実施し、更なる人材育成に積極的に取組んでおり、融資担当者及び役席者の審

査・管理能力等のスキルアップを目的に、全国信用組合中央協会や山梨県信用組合協会

が主催する研修会に積極的に職員を派遣しております。 

また、研修等を通じて職員のレベルアップに努めておりますが、戦力化のための人材

育成については不足しており、外部機関・外部専門家と連携した人材育成が必要と認識

しております。 

今後も、外部機関・外部専門家と連携し、全店に導入しておりますＴＶ会議システム

を活用した研修等を開催し、企業の強みの掘り起こしや収益確保の方策等、お取引先の

状況把握に長けた人材の育成に努めるとともに、研修後のフォローアップ方法も検討し、

業務への浸透を図ってまいります。 

なお、貸出残高はもとより、中小規模事業者向け貸出残高については、営業統括部が

計数目標管理を行っており、適時適切なフォローアップを実施して計画の達成状況把握

に努めております。 

 
② 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応

した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 
ア．動産担保融資への取組強化 

動産担保融資への取組みにつきましては、太陽光発電設備のガイドラインを作成し、

太陽光発電設備の動産担保等の設定を行うなど積極的に対応するとともに、本部主導

で在庫や売掛債権を担保とした動産担保融資の取扱いを指導し、営業店での活用を進

めてまいりました。 
また、知的財産の活用につきましては、「知財ビジネス評価書作成支援」の公募情報

を営業店に通知し活用を促すとともに、やまなし産業支援機構知財総合支援窓口事業

を活用し、知財専門家（弁理士）派遣サポートなどを行っており、知的財産を活かし

た担保又は保証に過度に依存しない融資の促進等に取組んでおります。 
今後も、外部機関・外部専門家とも連携しながら、営業担当者が営業の一環として

動産担保を提案できるよう研修を行うとともに、本部の同行訪問等によるＯＪＴを実

施するなど、動産担保融資への取組強化を図ってまいります。 
 

イ．経営者保証ガイドラインを踏まえた融資への取組み 

経営者保証に関するガイドライン、同ガイドラインの特則につきましては、「経営者

保証に関するガイドラインの適用マニュアル」を策定し、各営業店の管理職及び営業
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担当者全員を対象に説明会を開催し周知徹底を図っております。 

今般、経済産業省・財務省から「経営者保証改革プログラム」が公表され、令和 5

年 4 月から改正監督指針が適用されることを受け、当組合では、事業性融資における

経営者保証については一律的・機械的に取得することなく、お客様の状況に応じて、

保証契約の必要性を十分に検討するとともに、経営者保証をいただく場合には、その

理由や範囲等について丁寧に説明し、お客様にご理解・ご納得をいただけるように努

めてまいります。また、丁寧な説明を確保するため、説明記録を貸出実行の都度作成

することとしました。 

 

③ 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

農業、医療介護福祉、環境分野等は市場拡大が期待される分野であり、地域経済の活

性化に資するものであるとの認識のもと、各分野に対する商品開発に取組むとともに、

当該商品の利用促進を図ってまいりました。 

また、日本銀行の「成長基盤強化を支援するための資金供給」制度を利用した『けん

みん信組「成長基盤強化支援制度」』を創設し、成長が見込まれる分野に係る地域の中小

規模事業者の皆様に、積極的な資金供給を実施してまいりました。 

今後も、各商品のＰＲを強化するとともに、地道な訪問活動による情報収集やニーズ

の掘り起こし、お客様にとって最適なソリューションの提供、きめ細かな金融サービス

の展開により推進を図っていくほか、お客様の利便性向上の観点から商品自体の見直し

についても検討してまいります。 

 

ア．農業分野における推進方策 

農業分野に関しては、同分野に特化した商品「けんみん信組 農業被害対策融資」、

「けんみん信組 アグリサポート融資」、「アグリソーラーローン」等のほか、山梨県、

長野県及び両県の農業信用基金協会、農林水産長期金融協会と契約を締結し、「山梨県

農業近代化資金」及び「長野県農業近代化資金」の取扱いを開始しており、農業地域

の店舗を中心にご利用いただいております。 

山梨県の果実生産は重要な地域資源であり、葡萄や桃をはじめとした競争力のある

農産物が多く、農業分野への信用供与の充実が、地域経済の活性化に繋がるものと考

えております。 

引き続き、今後成長が期待される分野の一つとして位置付け、推進してまいります。 

また、農業の 6 次産業化や農商工連携の推進に伴い、農業も農業生産法人化が更に

進展していくものと考えており、山梨県中小企業団体中央会に設置されている「やま

なし 6 次産業化サポートセンター」とも緊密に連携する中で、事業性を十分に勘案し

たアドバイスを行いつつ、農業生産法人向けの支援強化に取組み、資金供給に結び付

けてまいります。 
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イ．医療介護福祉分野における推進方策 

医療分野に関しては、同分野に特化した商品（「めでぃかるパートナーズ」）を販売

し、山梨県医師会報などへの広告掲載により推進を図っております。 

山梨県は、高齢化が急速に進展しており、医療・介護・福祉に関する施設、サービ

スに対する需要は、今後も更に高まるものと認識しております。 

令和 3 年度に、「ふじのくに先端医療総合特区地域協議会」へ加盟し、同協議会の指

定金融機関として、医療分野への積極的な資金供給に努めており、令和 4 年 4 月から

利用可能となった利子補給制度などを活用し、医療介護福祉分野の企業訪問活動を実

施するとともに、医療介護福祉に関する融資が円滑に行えるよう、関係団体とのネッ

トワークを活用しながら積極的な金融支援に取組んでまいります。 

 

ウ．環境分野における推進方策 

環境分野に関しては、事業者向けの「けんみん信組 エコサポート融資」、個人向け

の「エコ住宅ローン」等を販売し、推進を図っております。 

令和 3 年度に、ＳＤＧｓへの取組みの一環として「山梨県木造木質化資金」の取扱

いを開始しており、環境分野への貢献を意識した取組みとして、新規開拓・ＰＲのツ

ールとして推進を図っております。また、令和 4 年度は経済産業省資源エネルギー庁

管轄の「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」活用に向け、利子補給制度が利用

可能となる指定金融機関への登録申請を行っております。更に、山梨県と協定を締結

し「やまなしＳＤＧｓ推進プラットフォーム」へ参画を行い、今後は事業者のＳＤＧ

ｓ登録制度への登録支援やＳＤＧｓの取組みの伴走支援、情報発信を実施していきま

す。 

環境問題に対する関心の高まりに加え、省エネ対策や再生可能エネルギーに対する

関心が高くなっており、引き続き、これらの商品の利用促進に取組むとともに、お客

様のニーズを踏まえた新たな関連商品の開発・検討を進めてまいります。 

 

（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

① 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能強化のための方策 

新規顧客創造（各業界団体との交流、商工会との連携拡大、独自商品の充実、ハンズ

オン支援、ニーズに合った商品開発等）に向け、総合相談センターでは、「山梨県中小企

業経営革新サポートプラットフォーム」のネットワークの活用や関係機関との個別連携

により、各機関等との創業・新事業支援のための連携協力に取組んでおり、各関係機関

が開催する創業者向けのセミナーや相談会等の情報を取得し、営業店を通じてお客様に

情報提供を行っております。 

中小規模事業者向けの国や県の補助制度につきましても、関東経済産業局や山梨県産

業労働部等と連携し、お客様からの補助金活用相談への対応や補助金申請へのサポート

に取組んでおります。 

また、山梨県中小企業団体中央会、山梨県よろず支援拠点、甲府商工会議所等の各団

体が主催する説明会・会議に出席し、情報収集に努めるとともに、創業・起業を対象に
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した山梨県信用保証協会の保証制度「エール」をはじめ、女性起業家を対象とした「エ

ール・ウーマン」「エール・ステップ」、山梨県や各市町村が実施している起業支援事業

等に参画・活用しながら、新規貸出先の開拓推進に取組んでおります。 

今後も、こうした連携や交流を活かして、総合相談センターがコンサルタント機能発

揮の拠点となり、各営業店とのネットワークを有効に発揮し、創業・新規事業への支援

に取組む中で、新規顧客創造に結びつくよう活動してまいります。 

更に、相談対応や営業店情報の集約、各関係機関との連携協力の中で把握した情報な

どを基に、独自商品の充実等にも取組み、新たなお客様の獲得に努めるとともに、補助

金申請につきましても、外部機関や外部専門家等の協力を得ながら、お客様や職員に対

する説明会の開催や補助金の申請支援を強化してまいります。 

このほか、当組合では、県や各市町村の取組みに基づく構想や事業推進へ積極的な参

画を行っており、産業面では「山梨県産業立地推進員」として、県との地域情報の共有

を進めるとともに、「山梨県ＩｏＴ推進ラボ」事業では構成機関として事業に参画してい

るほか、県下各市町村及び長野県川上村の地方版総合戦略策定並びにその推進に参画し

ており、各営業店の営業店長をはじめ、営業統括部及び総合相談センターがメンバーと

して協力しております。 

また、市町村総合戦略の「しごと創生」の一つの柱となる創業支援に関する市町村と

の連携においては、各市町村の認定計画に基づき、各営業店及び総合相談センターで創

業相談を実施するとともに、市町村が開催する創業等の個別相談会に職員を派遣して相

談対応を実施するなど、様々な対応を行っております。 

更に、「公益財団法人 産業雇用安定センター」と連携協定を締結し、人材不足に悩む

事業者を支援する態勢を構築しており、これを積極的に活用し、求職者と企業側のマッ

チングを図っていくことで、地域経済の活性化に繋げております。 

今後も関係営業店及び各市町村と連携した創業融資相談を積極的に実施するとともに、

中小規模事業者への支援など地域密着型の金融機関としての特性を活かして、地域のま

ち・ひと・しごと創生に取組み、地域経済の活性化の一助となるよう推進を図ってまい

ります。 

地域経済の発展なくして、当組合の発展はなく、地域の経済活動や産業活動を金融面

から支えるべく、総合相談センターを中心に積極的に取組んでまいります。 

 

② 経営に関する相談その他の取引先（個人事業主を含む）の企業に対する支援に係る機

能の強化のための方策 

取引先企業に対する定期的なモニタリング実施により、お取引先が抱える経営課題を

いち早く察知し、早期解決によるお取引先の財務状況の改善に努めております。 

当組合は、「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新等支援機関に認定されており、

商工団体等関係機関と緊密な連携のもと、中小規模事業者の経営革新への支援、新事業

展開への支援及び経営力向上のための支援並びに創業支援等に取組んでおり、認定支援

機関として外部機関・外部専門家との連携により中小規模事業者の経営改善支援への取

組強化を図るため、各行政機関が個別に実施する各種支援策の有効活用に取組んでおり
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ます。 

令和 3 年度には、山梨県中小企業診断士協会と連携協定を締結し、同協会との連携の

もと、事業再構築補助金の計画策定支援に取組むなど、補助金や専門家派遣等の利用促

進に向けて取組んでおります。 

令和 4 年度は、6 月に山梨県中小企業活性化協議会と連携し、各営業店へ出向いて、

融資担当者へ同協議会の支援メニューを紹介したほか、10 月には山梨県事業引継ぎセン

ター、山梨県よろず支援拠点、山梨県中小企業活性化協議会、山梨県プロフェッショナ

ル人材の 4 機関による融資営業係向け説明会を開催しております。 

また、甲府財務事務所が主催する「金融機関職員向け事業者支援活動オンライン研修」

に参加し、全 6 回にわたって実施された、各支援機関の事業者支援策についての説明や

事例等を組合内に配信しました。また、全 18 回に亘って開催されている関東財務局主催

の「本業支援スキルアップ勉強会」へも参加し、事業者支援に向けた取組強化を図って

おります。 

引き続き、各種補助金や専門家派遣等の支援事業の活用を営業店へ周知するとともに、

申請支援や利用促進に積極的に取組み、認定支援機関としてのきめ細かなコンサルティ

ング機能の発揮に取組んでまいります。 

 

③ 早期の事業再生に資する方策 
当組合は経営改善の可能性が高いと認められるお取引先に対して、所管部署である融

資部融資課サポート担当が中心となり、外部機関・外部専門家との連携により、きめ細

かな経営改善支援及び早期事業再生支援に積極的に取組んでおります。 

令和 4 年度は、5 月に実効性の高い効果的な経営改善支援体制の構築と、経営改善計

画策定における外部機関・外部専門家による支援強化、営業店と本部が連携強化に向け、

「経営改善計画策定・管理に関する要領」を制定し、経営改善支援活動における管理体

制の強化を図っております。 

今後も、中小規模事業者への訪問等を通じた業況モニタリング、同事業者の顧問税理

士と連携したキャッシュフロー検証等などの財務分析による状況把握を踏まえて、経営

改善計画の策定支援を実施してまいります。また、経営方針として、新型コロナウイル

ス感染症の影響拡大による事業者の資金繰り支援や条件変更等の対応を迅速かつ真摯に

実施してまいります。 

引き続き、中小規模事業者への支援を強化するため、本部と営業店の間で定期的な意

見交換等を行い、緊密な連携と意思疎通により実効性の高い効果的な経営改善支援体制

を構築し、中小企業診断士・税理士・外部支援機関等との緊密な連携を図ることで認定

支援機関としての活動を強化してまいります。 
 

 ④ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

事業承継の問題は、当組合のお取引先であります中小規模事業者にとって喫緊の課題

となっており、積極的に取組む必要があると認識しております。 

このため、総合相談センターでは、営業店からの依頼に基づく訪問相談などによる対
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応のほか、「山梨県中小企業経営革新サポートプラットフォーム」のネットワークを活か

し、関係機関等（＊）と連携し、これらの団体が実施する事業承継関係の各事業に積極

的に協力する中で、お客様への情報提供や専門家による無料相談会等の斡旋などに取組

んでおります。 

（＊）やまなし産業支援機構、山梨県中小企業団体中央会、県内 2 つの商工会議所、山

梨県商工会連合会及び県下 22 の商工会 

このほか、業務提携契約を締結している㈱トランビによる第三者への承継提案も検討

するとともに、廃業も視野に入れているお取引先には、やまなし産業支援機構と連携し

た善後策やＭ＆Ａによる対応も視野に取組んでまいります。 

 

 

６．剰余金処分の方針 

令和 5 年 3 月期決算は、当期純利益 248 百万円を計上しましたものの、配当可能剰余金が

確保できなかったことから、誠に遺憾ながら、引き続き出資金配当は無配とさせていただき

ました。 

引き続き、3 か年計画である「第 5 次経営強化計画」のもと、収益力の強化と将来を見据

えた態勢整備に取組むことで、恒常的な利益確保に努め、繰越損失の早期解消と優先出資に

対する所定の配当の実現を目指すとともに、内部留保の蓄積による優先出資の消却財源確保

に、総力を挙げて取組んでまいります。 

 

 

７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗状況 

（１）経営管理に係る体制 

① 経営強化計画の確実な履行の確保 

経営強化計画の進捗状況につきましては、「経営強化計画等進捗管理委員会」を毎月開

催し、施策の実施状況を管理しております。 

同委員会では、計画の進捗状況の確認及び実行された施策の検証・チェックを行うと

ともに、必要に応じて改善策等を協議する体制としており、経営強化計画の進捗に遅延

が生じるおそれがある場合は、その対応について協議し、役職員が一体となって計画達

成に向けて取組んでおります。 

また、同委員会では、①各エリアの基幹店長との会議における活動状況及び本部の指

導報告、②委員会において出された改善対応策や役員からの指示事項については、所管

部署より、その対応状況・改善策の取組状況等を次回以降の委員会における協議項目と

して説明・報告することを必須として、継続して委員全体で協議、③確実にトレースを

行う枠組みとして、「施策への取組み」－「進捗協議」－「改善策検討」－「施策・改善

策への取組み」といったＰＤＣＡサイクルの実践等を行っており、会議の概要は全営業

店長に開示し、情報の共有化に努めております。 

今後も参加メンバーや会議運営のあり方など、随時見直しを行い、会議の実効性確保

に努めてまいります。 
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② 内部監査体制の充実 

理事会は「内部監査基本方針」を制定するとともに、内部監査部署である監査部を理

事会直轄の組織として、その独立性を確保しております。監査部は、当方針に基づく内

部監査を通じて、各部店における内部管理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢

及びリスク管理態勢の有効性を評価し、監査結果を理事会に報告しております。また、

内部監査を通じて発見された問題点については、指摘だけに留まらず、被監査部門及び

関連所管部に改善に向けた提言を行っております。 
また、営業店の内部監査により発見された問題点等について、「事務改善・監査報告協

議会」を開催し、本部関連部署と問題点等の共有化を図り、改善対応策策定の提言を行

い、本部関連部署の改善対応結果について監査部に報告する態勢としております。加え

て、監査部では内部監査指摘について、フォローアップ検証による問題点に対しての改

善へ向けた取組み状況の確認を行っております。 
こうした内部監査体制を継続し、ＰＤＣＡサイクルの実践による内部監査を実施する

ことにより、内部監査機能の更なる充実に取組んでまいります。また、継続的に内部監

査項目の見直しを行うとともに外部研修派遣等による監査員の専門知識、内部監査能機

能の向上に努めてまいります。 
 

③ 苦情処理、紛争解決措置 

「金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）」の創設に伴い、なお一層

の顧客保護の充実及び金融商品・サービスに対する顧客の信頼性向上を目的として、内

部管理態勢を整備するとともに、顧客サポートに関する規程・マニュアル等を制定して

おります。 

当組合との取引に関する苦情等については、当組合のほか、山梨地区しんくみ苦情等

相談所、しんくみ相談所をはじめとする他機関でも受け付けることとしており、お客様

からの苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じ関係部署との連携を

図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めております。 

なお、当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要は、当組合ホームページに公表

しております。 

 
（２）各種のリスク管理の状況 

各種リスク全般を管理する「ＡＬＭ委員会」の組織体制、信用リスク管理、市場リスク

管理、流動性リスク管理、オペレーショナル・リスク管理態勢については、「４．（２）リ

スク管理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

 

以上 

 


